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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和２年度 第５回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部区民参画推進課 

開催年月日 令和２年１１月３０日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時４８分 

開 催 場 所 Ｌ．ソフィア ３階 第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 高祖 常子 副委員長 徳永 裕文 委員 

石川 秋恵 委員 片野 和惠 委員 野田 睦子 委員 

田中 裕子 委員 小川 節子 委員 添田 雅子 委員 

上野須美代 委員 猪野 純子 委員  

【事務局】 

寺島 光大 区民参画推進課長 

明石 光人 男女共同参画推進係長 前川 男女共同参画推進係員 

【傍聴者】 ２名 

会 議 次 第 １ 男女参画プラザ講座委託に関する評価について 

２ 前回（１０／２６開催）委員会のふりかえり 

３ 年次報告書作成に向けた提言 

４ 区長報告について 

５ 事務連絡 

  （１）男女参画プラザ講座業務委託に関する３月期評価（下半期） 

     について 

資 料 

・資料１：令和２年度第４回男女共同参画推進委員会（１０／２６）の 

     要点 

・資料２：委員会提言（事務局案） 

・その他１：令和２年度第４回男女共同参画推進委員会（１０／２６） 

      議事録 
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・その他２：男女参画プラザ講座委託に関する評価資料 

・その他３：男女参画プラザ講座チラシ等 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 男女参画プラザ講座委託に関する評価

について 

（寺島課長） 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただいまより令

和２年度第５回足立区男女共同参画推進委

員会を開催させていただきます。 

 私は、区民参画推進課長の寺島でござい

ます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 まず、当委員会でございますけど、本日

ただいま10名の委員の皆様方にご出席をい

ただいておるところでございます。男女共

同参画推進委員会規則第４条におきまして、

半数以上の委員の皆様の出席をもって成立

するとされてございますので、有効に成立

しておりますことをご報告申し上げます。 

 また、同規則第５条によりまして、当委

員会は公開の委員会でございます。委員の

皆様方のご発言につきましては、後ほどご

確認をいただきました上で、ホームページ

等で公開をしてまいりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 また、本日、傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきをいただけれ

ばと思います。 

 それでは、お手元資料の確認を事務局か

らさせていただきます。 

（明石係長） 

 区民参画推進課の明石と申します。本日

はよろしくお願いいたします。 

 では、事務局のほうから資料の確認をさ

せていただきます。次第に沿って確認いた

します。 

 まず、次第がございまして、資料１、令

和２年度第４回男女共同参画推進委員会の

要点がございます。資料２で、委員会提言、

こちらが事務局で提言案を作成したものが

１枚ペラでございます。 

 その他の資料といたしまして、前回、第

４回の男女共同参画推進委員会の議事録、

こちらが何枚かありますが、ホチキス留め

したものがございます。 

 次は、この後、説明させていただくんで

すけども、３枚クリップ留めで令和２年度

足立区男女参画プラザ講座実施委託の総合

評価表案、こちらのものが３枚でクリップ

留めになっております。 

 最後に、男女参画プラザの講座チラシが

３枚入っております。 

 資料は以上になりますが、お手元にない

資料がございましたら、事務局のほうにお

申し出ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料の確認を終わります。 

（寺島課長） 

 それでは、次第に沿いまして、進めさせ

ていただきます。 

 議題の１でございます。 

 男女参画プラザ講座委託に関する評価に

ついてでございます。こちらにつきまして

も、事務局からご報告させていただきます。 

（明石係長） 

 それでは、座らせていただいたままご説

明いたします。 

 先ほど資料確認で確認いたしましたこち

らの男女参画プラザ総合評価表（案）とい

うのをご覧ください。お願いいたします。 

 前回、第４回でご案内させていただきま

した令和２年度足立区男女参画プラザ講座

実施委託の上半期評価ということでござい

ますが、事前にこの５回が始まる前に、委

員の皆様にいただいた評価表を基に、こち

ら事務局で集計表を作成いたしました。皆

様、ご協力ありがとうございました。 

 では、お手元の総合評価表に沿って説明

いたします。 

様式第２号（第３条関係） 
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 今回、事務局で集計した結果については、

総合評価で左下のほうに大きくアルファベ

ットが書いてあるんですけども、総合でＣ

評価ということになりました。それは100点

満点中74点ということで、Ｃに該当すると

いうことで、Ｃ評価になりました。 

 前年度、令和元年度の下半期については

Ｂ評価ということだったんですけれども、

今回は残念ながら１つ評価が下がって、Ｃ

という形になりました。 

 その次のページに、委員様の委員別の評

価というのを、集計表というのを添えさせ

ていただいたんですけども、こちらをご覧

になっていただくと、委員の方によっては

若干厳しい評価をいただいているところで

ございます。 

 それに、今年度は新型コロナウイルス感

染拡大の影響で、かなり制限された中での

講座の実施開催というのを余儀なくされて

しまいました。総合評価の主な意見の記載

のとおり、コロナ関連におけるコメントと

いうのをやはり多くいただいたところでご

ざいます。 

 新型コロナウイルス感染対策を踏まえた

内容については、ある程度、講座に反映さ

せていただいたところではございますが、

事務局としてもまだまだ十分ではなかった

と感じるところではございます。 

 また、このチラシの部分についても、集

客の８番のところなんですけども、前回、

第４回で委員の皆様にご指摘いただいたん

ですけども、やはりチラシを実際に手に取

れない方への工夫というのがまだまだ必要

なのかなというふうに感じております。今

後については、社会状況の変化に応じた対

応を事務局として行っていきたいと思って

おります。 

 また、各委員の皆様にご自分で評価して

いただいた評価表を委員さん別にお配りし

てございますが、もし評価内容に修正等ご

ざいます場合については、この場で修正を

行い、この委員会の最後に改めて修正した

総合評価表というのをお配りいたしますの

で、そちらもよろしくお願いいたします。 

 私からの説明は以上となります。 

（石阪委員長） 

 補足させていただくと、これは点数の表

があると思うんですが、ご自身の得点が恐

らくどこかにあると思うんですが、もしこ

の評価を変えるという場合については、変

えたものを今、事務局のほうに出していた

だくと、会議が終わるまでにまたそれを修

正したものが出てくるということですが、

いかがでしょうか。特にあれば直すという

ことですが、なければもうこのままでとい

うことも思っています。 

 厳しい方もいらっしゃいますけれども、

総合評価が74点のＣで、これはやっぱりど

うしてもコロナの影響があって、集客がま

ず６割台だということも含めて、今年はか

なり前半は厳しかった。実際、講座の開講

も非常に少なかったということですから、

Ｃが妥当なのかなと個人的には思いますけ

れども、前回が少なくともＢだったので、

少し下がったということになります。 

 修正ある場合は修正をして出してくださ

い。大丈夫ですか。皆さん、大丈夫でしょ

うか。いいですか。 

 それでは、続けていただいていいですか。 

（寺島課長） 

 では、講座評価につきましては、特に修

正がないということであれば、このままの

形で確定をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 

２ 前回（10／26開催）委員会のふりかえ
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り 

（寺島課長） 

 続きまして、議題の２に入らせていただ

きます。 

 前回委員会のふりかえりでございますけ

ども、資料１をご覧いただければと思いま

す。 

 前回、第４回の推進委員会の中では、重

要課題に関する自由討議・意見交換という

ところで、年次報告書作成に向けて様々な

意見交換をいただいたところであります。

今年度、重点の課題といたしましては、ま

ずワーク・ライフ・バランスの推進という

ところがございました。このあたりは大き

く分けて、男性の育児休業の問題でありま

すとか、講座の進め方、またＤＶの関連系

が話題に出たところでございます。 

 また、おめくりいただきまして、取組の

方向性Ⅲの－２、ＤＶ被害者の支援、ここ

も重点課題のもう１点であります。こちら

につきましても、ＤＶがなかなか表に出て

こないような問題であったりですとか、中

高生のデートＤＶの問題、またこちらも啓

発の講座の関係で様々なご意見をいただい

たところでございます。 

 本日、このあたりを踏まえまして、提言

のほうにまとめていっていただければと思

っております。 

 ふりかえりのところは以上になりますが、

こちらのほうは以上でよろしいでしょうか。 

（石阪委員長） 

 何か皆さん、目を通して質問があれば。

いかがでしょうか。 

 

３ 年次報告書作成に向けた提言 

（寺島課長） 

 それでは、先に進めさせていただきます。 

 議題の３、年次報告書作成に向けた提言

ということになります。こちらから、進行

につきましては委員長にお願いをしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 それでは、改めて皆さん、こんにちは。

いよいよ今日が最後ということになりまし

た。 

 今こういう状況の中で、何とか５回目、

最後までこういう形で対面でできたという

ことが、今年度は一つの大きな成果だった

と思うんですが、今日は最後ということも

ありますので、例年、最後には区長に対し

て委員会としての提言を作成して、それを

お渡しするということがこの後の一つの行

事として、セレモニーとして残っているわ

けですけれども、そのための委員会の提言

案、これを取りまとめる作業を今日やりた

いと思っています。 

 皆さんからいただいた様々なご意見を一

旦事務局のほうで資料２のような形でまと

めていただきました。これは恐らく事務局

だけではなくて、所管課とも相談しながら

ということで、こういう形になったと思う

んですけれども、今日はこれを基に皆さん

からご意見をいただいて、この際ですから、

区長に対して、こういうことは委員会とし

て提言しておきたいということを改めてま

とめておくということにまずは時間を費や

し、できれば今日は最後にもなりますので、

委員の皆さんから一言ずつ最後感想をいた

だければと思っております。 

 今年度は５回で終わりですけれども、本

来であれば、このコロナがなければ、例え

ば講座なんかももっと充実したものができ

たでしょうし、あるいはＤＶもひょっとす

ると、このコロナがなければこういう形で

社会問題化することもなかったかもしれま

せんけど、今年はいろんな意味で特殊な１
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年間だったということが言えると思います。

こうした時勢を振り返って、改めて委員と

して参加いただいた皆さんから、ぜひ最後、

一言感想をいただければと思っています。 

 それでは、まずこの提言を改めて皆さん

と確認していきたいと思うんですが、資料

２になります。 

 これは、あくまで事務局案ということで

すので、これを変更したり肉づけしたりす

ることはもちろん可能です。今回、この１

年間で取り上げたテーマですけれども、大

きく２つあります。「働くひと」と企業が

ともに輝くためのワーク・ライフ・バラン

スの推進、これが１つ目のテーマになりま

す。所管課にもお越しいただいて、こちら

の話も伺いました。 

 まず、こちらからいきたいと思います。 

 区では男女共同参画社会の実現のために

様々な講座を実施している。しかし、新型

コロナウイルス感染拡大の状況の中では、

対面での講座形式では参加人数にも限界が

ある。社会情勢を鑑み、講座の開催形式に

ついて柔軟に対応していただきたい。 

 これはむしろ要望に近いんですけれども、

委員の皆さんからもありましたとおり、対

面だけで今までずっとやってきましたけれ

ども、この状況でさすがに対面で講座をや

るのは厳しい。場合によっては、対面じゃ

なくてリモートのほうが効果や効率が上が

るものも恐らくあるだろうということで、

次年度以降はこの点もかなり考慮しながら、

講座を開催していただきたい、こういう要

望になります。これが１点目です。 

 それから、２点目については、近年は企

業側にパワハラ防止やＤＶ対策に対する取

組が求められている。そこで、ワーク・ラ

イフ・バランス推進認定企業の選定に当た

っても、パワハラ防止やＤＶ対策への取組

状況を踏まえるよう、認定基準を見直して

いただきたい。 

 例年、ワーク・ライフ・バランス推進認

定企業の選定においては、基準があるわけ

です。これは以前の会議の中でも皆さんと

一緒に共有させてもらったと思うんですが、

その中に認定基準というのがあって、その

基準を満たしていると、このワーク・ライ

フ・バランスの推進認定企業に選定される

わけですけれども、その基準の中にパワハ

ラ防止であったりＤＶ対策への取組、この

あたりもきちっと明文化して入れていただ

きたい。 

 今、企業に求められているのは、やっぱ

りハラスメントであったりとか、ＤＶ、こ

ういったものに対する理解であったりとか、

あるいは防止や相談の規定というのがきち

っと入っているかどうかというのが非常に

大事なことでありますので、こういった点

も含めて、認定基準自体を見直してはどう

かということです。 

 もしほかにこういった基準があればいい

んではないかということ。基準がもしあれ

ば、また皆さんからご意見をいただければ

と思うんですけれども、この２点、これを

まずワーク・ライフ・バランスの推進のほ

うでは区長に対して提言をしたい、提案を

したいと思いますが、まずいかがでしょう。

まず皆さん、素朴にこちらをご覧になって。

どうでしょう。 

 高祖さん、これどうですか。恐らく区長

に対して提案をしに行く側だと思うんです

けど。 

（高祖副委員長） 

 ありがとうございます。 

 １番のところとかはいいと思うんですけ

ども、要望のところで、講座の開催形式に

ついてというところだけでいいのかなとい
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うのがちょっと、内容、中身のところで、

今年コロナでという、今、一覧表がありま

すけれども…… 

（石阪委員長） 

 お手元の資料にありますか。 

（高祖副委員長） 

 下半期のやつです。ひとり親が１つだっ

たりとかというところと、働き方はワー

ク・ライフ・バランスですよね。何かそこ

ら辺の、このバランスが足立区の現状の問

題点のところとの比率としてどうでしょう

か。男女共同、共同という部分のところで、

男性、子育て世代の男性向けだったりとか

がもう少しその点多くてもいいのかなと。

ちょっとコロナで飛んだりしているのかも

しれないんですけども、もう少しあったり

とかしてもいいのかなともちょっと思った

り。 

 だから、開催形式についてのオンライン

とか柔軟に対応いただいたり、中身のバラ

ンス的なところも少し検討いただきたい。

割とこういう講座って、バランスを含め、

内容も前年踏襲的になりがちなので、工夫

というか、できるところはしてもいいのか

なと思います。 

 あと、ごめんなさい、前回欠席したので

大変申し訳ないんですけど、開催方法につ

いても全体を把握できておりませんが、ス

クール形式的なものが多ければ、少し皆さ

んと話し合う形があってもいいかと。話し

合う形式が果たしてどのくらい人が来るの

か分からないんですけども、開催の仕方み

たいなところでの、何か講座の特性に合わ

せた工夫みたいなものもあってもよいのか

なというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 例えば、リモートを使うとかなりいろん

なやり方ができると思うんです。実際例え

ば自分がＤＶ被害を受けているとかいう場

合は、対面でやるというのはかなり難しい

と思うので、家にいながらでもこういった

講座に参加できる。あるいは、場合によっ

ては画面を出さずに、自分自身の顔を見せ

ずに参加することも可能になるわけです。 

 そうすると、今までちょっと参加はしづ

らいなと思っていた方が、自宅から参加す

る、本来であれば来ないような人たちを獲

得することができるという意味で、今、高

祖さんがおっしゃったように、内容も含め

て今後の講座を見直していけば、いろんな

バリエーションが可能になってくるという

ことです。 

 単純にリモートか対面かではなくて、例

えばリモートだったらこういうふうな講座

内容にすれば、かなりいろんな効果が期待

できるとか。 

 あるいは、対面でなければ難しいものも

やっぱりあると思うんです。例えば、料理

教室とかはさすがに家でリモートを視聴す

るだけではなかなか料理は難しいんで、実

際に家族でみんなで料理を作るとか、そう

いうのは必要だと思う。対面じゃなければ

難しいですし、場合によってはグループワ

ークなんかもリモートでもできる場合があ

りますけれども、対面でなければ難しいよ

うなもの。 

 この辺をきちんと精査してもらって、よ

り、例えばこれ今まで定員に達しないもの

も多かったと思うんですが、恐らくリモー

トにすれば定員はもっと、部屋のキャパが

関係なくなるので、もっとたくさん増やす

こともできるので、このあたりもいろいろ

勘案すると、さっき言ったように前年踏襲

ではなくて、これからの、それこそポスト

コロナ、ウィズコロナ時代の講座について

は、大幅な見直しが必要なのかなという、
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そんなイメージですよね。 

（高祖副委員長） 

 そうですね。何かちょっと前の年、集客

含めて見直しつつ、やっぱり新しい提案を

入れていただけるといいかなというところ

です。 

 あともう一つごめんなさい。２つ目のと

ころのちょっとだけ、性の多様性みたいな

ところもあって、最近、履歴書に性別を入

れなかったり、答えないみたいな欄をつく

るとかというようなのもありますね。 

（石阪委員長） 

 男、女と、普通どちらかに丸をつけるよ

うになっているんですけども、書かなくて

いい。 

（高祖副委員長） 

 あえて聞かないとかというようなのが少

しずつ、結構、ＳＤＧｓ絡めてみたいな感

じの広がりもありますので、そういうとこ

ろも一つ考えに入れてもいいかもしれませ

ん。 

（石阪委員長） 

 これ、例えば２つ目のところのパワハラ

とかＤＶ対策。今、企業が求められるこう

いった対策に加えて、例えばこういった性

の多様性や多様な人材の育成というところ

で、そういった配慮も必要だということか

な。企業にとってはということですね。 

（高祖副委員長） 

 ええ。 

（石阪委員長） 

 それは確かに今後必要になってくるかも

しれません。そのような形での見直し。 

 ほか、どうでしょう。何かもしあれば。 

 どうぞ。 

（徳永委員） 

 （１）の２番のところで、認定基準を見

直していただきたいという提言。これ自体

は私も依存のないところです。 

私、この認定のオブザーバーとかいうの

に関わっていて、どういうふうにやるのか

というのも知っているところなんですけど、

この認定制度自体すごくいいことだと思う

んです。 

 ここに書いてある基準の見直し自体は、

ある種、認定を狭くする側の方向なんです

けど、そもそもこの制度自体をもっといろ

んな企業の人に知ってもらって、応募して

いただく。応募すると、この会社がちゃん

と労働関係法令を守っているかどうかにつ

いて、社労士さんとかにチェックしてもら

ったりとか、あと従業員の方々にちゃんと

こういうのができているかどうか聞き取り

とかをしていたり、すごく透明化されると

いうか、第三者の目、足立区の目が入って、

すごくいいことだと思うんです。その目が

入ることによって職場環境が改善されると

いう効果があると思うんです。この制度は

すごくいいと思っていて。 

 ちょっと分からないんですけど、例えば

私も足立区に事務所があって、企業ではな

いんですけど、企業みたいなものなんです

が、この制度、自分がここへ来るまで知ら

なかったんです。だから、もっとこの制度

を使ってもらえるように、ＰＲですとか、

何かそういう工夫ができると。みんなに使

ってもらうことが非常にいいことなのかな

と思うんで、そういう方向の提言も入れた

ほうがいいのではないかと私は思います。 

（石阪委員長） 

 これだけだと、どちらかというと絞り込

んじゃうわけですよね。むしろこれができ

てない企業は認定されませんと。そうする

とちゅうちょする企業も出てくるし、むし

ろ広めていくという意味でいえば逆効果な

のかなという気もするので、同時にやって
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いかなきゃいけないということかな。 

（徳永委員） 

 そうですね。もちろん、この見直し自体

は必要だとは思うんですけれども。 

（石阪委員長） 

 併せて、こういった認定企業の候補も同

時にやっていく。 

（徳永委員） 

 みたいなことですね。 

（石阪委員長） 

 ただ、こういう項目を入れると、企業の

ほうは改めて気づくということはあります

よね。 

（徳永委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 今までこういう項目がなかったら気づか

なかったことが、項目に入っていれば、あ

っ、パワハラ今防止しないと認定が取れな

いかなということに気づくということも大

事といえば大事ですね。そういうことです。 

 プラス、これでいうと、これ自体は別に

問題ないと思うんですけれども、むしろ企

業の広報ですか、こちらのほうも併せてや

っていく。 

（徳永委員） 

 一回認定された企業も、より上のグレー

ドを目指すために、また課題となったとこ

ろが浮き彫りになって、それを改善しよう

ということもあるので、ぜひこの制度はも

っと足立区の人々に使ってもらいたいなと

いうふうに思っています。 

（石阪委員長） 

 これ、ちなみに認定企業というのは企業

だけなんでしたっけ。団体、どこまでオー

ケーだったんでしたっけ。いわゆる法人格

を持ってないといけない。 

（明石係長） 

 保育園とか保育施設とかであったり、そ

ういったところも。 

（石阪委員長） 

 いわゆるＮＰＯ、グループは駄目という

ことですね。 

（明石係長） 

 法人化していれば。 

（石阪委員長） 

 だから、法人化していないものは駄目、

評価されないということですね。分かりま

した。つまり、企業と書いてありますけど、

これ、いわゆる俗に民間企業、狭い意味で

の民間企業だけではなくて、いろんなＮＰ

Ｏ法人も含めて、例えば園でもいいし、場

合によっては学校とか専門学校でもいいの

かな。そういうことですね。本当はそこま

で広げるということですね。 

 恐らくその辺はなかなか分からないんじ

ゃないかな。何か企業というと、企業だけ

というようなところもあり得るのかもしれ

ないですね。 

 ほかはいかがでしょうか。この２点につ

いては。 

（石川委員） 

 このワーク・ライフ・バランスのほうで、

認定企業の準備をするという、手を挙げる

段階で、足立区だけの支援ではなく、国と

か東京都で職場の改善の助成金であるとか、

様々な人事管理の改善をしたら助成金が出

るとか、キャリアアップ制度の助成金があ

るとかというのもあるので、そういったも

のも活用して、会社の中の整備を進めてい

くということも一つの提案として、準備企

業にこういうのもあるんだよということを

併せて利用していただくような周知という

か、広報というのもどうなのかなというふ

うにちょっと感じました。 

（石阪委員長） 
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 これ、例えば企業から相談があった場合、

恐らく助成金だとか補助の、こういう補助

は受けられますとか、こういうふうにすれ

ばこの取組、認定されますみたいなところ

って、なかなかアドバイスは難しい。 

（寺島課長） 

 そうですね。現段階ではちょっと難しい

ところは。 

（石阪委員長） 

 つまり、つながなきゃいけないですね。 

（寺島課長） 

 そうですね、担当部局に。 

（石阪委員長） 

 恐らく商工系の部局につないで、そこで

やってもらうということなので、そうなっ

てくるとなかなか難しいと思うんです。 

 本当はそこまであると、つまり認定に達

していない企業をどうやって認定させるの

かというところまでを相談に乗ってもらえ

ると意味があるということですね、こちら

は。今だと駄目なら駄目で終わってしまう

という。 

（石川委員） 

 そこに行くための、ほかの支援も受けら

れるというのを、周知を一緒に、ホームペ

ージとかで認定企業を募集しますよといっ

たときに、こういったことができるように

なると星が１つつきますというときに、こ

ういった対策をすると支援も受けられるの

で、準備を進められるんじゃないかという

ような、何か提案ができるような。 

（石阪委員長） 

 確かにそのとおりです。本当はそうやっ

てある程度認定未達のところを達成させる

ためのプロセスというのがしっかりしてい

ると、それはでも一応あるにはあるのかな。

駄目な場合は粘り強くいろいろ相談に乗っ

たり、何かされていませんでしたっけ。 

（寺島課長） 

 そうですね。社労士さんだったりですと

か、コンサルタントの方を派遣する制度が

ありますので、そういう方に入っていただ

いて改善をしていくということは可能です。 

（石阪委員長） 

 可能と。恐らくその辺のメニューをもう

ちょっと充実させてということですね。特

に助成金とか補助金というのはなかなか分

からない。 

（石川委員） 

 知らない会社というのは、多分たくさん

あると思うので。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。そうですね、そ

のあたり。結局、企業をある意味では育て

ていくというような視点もないと、いわゆ

る認定、駄目かオーケーかではなくて、そ

ういうことですね。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。この２点につ

いては。何かもしあれば。恐らく、この２

つについては異論はないと思うんです。講

座を何かもうちょっとバリエーションを増

やす。これからの時代は対面ではなくて、

リモートもかなり使ってくださいというこ

とと、それから認定の制度、これも選定基

準をその時々のいろんな項目、多分あると

思うんですけど、今回に関して言うとパワ

ハラ防止とかＤＶ対策、こういったものも

指標の項目に入れてもらいたいという、そ

ういう要望です。 

 これは恐らく今後もいろいろ、多分この

会から出てくると思うんです。今こういっ

た点が問題になっているので、この点はや

っぱり入れるべきじゃないかという議論は

多分出てくるかもしれませんけど、今回に

ついてはこの２点。 

 じゃ、（２）のほうに先に進んでいきま
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すけれども、次はＤＶ被害者の支援体制の

充実のほうですけれども、こちらも今回の

大きなテーマの一つとして、担当課にお越

しいただいて、ＤＶ被害者の支援というこ

とを皆様と一緒に議論してきました。 

 まず、１ですけども、ＤＶに関する問題

で表立って見えるものは氷山の一角にすぎ

ない。また、ＤＶ被害に遭っている被害者

がどこに相談してよいのかも分かりづらい。

そこで、潜在化しがちなＤＶの問題に対し

て、行政がアウトリーチを行い、少しでも

多くのＤＶ被害に遭われている被害者の方

のためにサポートを強化していただきたい。 

 ポイントは、このアウトリーチという言

葉です。これは簡単な表現にしてしまうと、

直接そこに行く、出向くということです。 

 普通、行政ってなかなかアウトリーチは

しません。相談があって初めて対応する。

必要があらば、その後アウトリーチという

ことはあるんですけれど、なかなかいざ、

じゃ発生したときにアウトリーチはできる

かって、なかなか大きな壁にもなっていて、

直接出向くということが非常に大きな壁に

はなっているので、今、喫緊の課題と言わ

れるこのＤＶですけども、行政がアウトリ

ーチをもう少し行えないかというような、

そういった要望になります。 

 それから、２つ目。区で実施しているＤ

Ｖ相談をそこで完結するのではなく、民間

の機関と連携を行うなど、横の広がりを持

たせることで包括的なＤＶ防止体制を築い

ていただきたい。これは、この中でも議論

ありましたけれども、区単独で行えること

というのは限られていて、例えば都であっ

たり、あるいは民間であったり、国であっ

たり、様々な支援が実は今たくさんそれぞ

れあるような状況で、この連携、特に民間

との連携をうまく行うことが包括的なＤＶ

防止につながるんだという、そういう発想

です。 

 ですので、もちろん区の中で議論するこ

とも大事ですけれども、例えばそういった

連絡協議会みたいなものをつくって、民間

との間で日頃からどういう形で支援をして

いくのか、こういったことも詰めておく必

要があるのかなという気がします。より緊

密な連携を取ってもらいたい。これが２つ

目になります。 

 そして３つ目。今度はＤＶではなくて、

デートＤＶ。これは主に中高生に対しての

啓発ですけども、デートＤＶに関しては、

中学生、高校生の理解が進んでいない。例

えば、教育機関と連携してデートＤＶに特

化した講座を実施するなどして、中学生、

高校生向けの周知・啓発に重点を置いてい

ただきたい。 

 これは恐らく、中学や高校だとどうなん

ですか。人権とか、総合学習の時間とか、

多分いろいろあるとは思うんですけども、

今なかなかそういうところの中で、デート

ＤＶに特化した形での支援、講座というの

は、例えば出前講座のようなこともやられ

ていますよね。けども、そんなに要望が多

いわけではない。 

（寺島課長） 

 そうですね。件数はあまり多くはない。 

（石阪委員長） 

 件数は多分、ほかにも様々な講座がある

中で、デートＤＶに特化したものとなると、

そこまで多くないと思うんですが、このＤ

Ｖに関してはやっぱり中高生の頃から、デ

ートＤＶを通じてＤＶとは何かというもの

も含めて知ってもらうことは、非常に大き

な教育の機会としては重要だと思っていま

すので、何とかこの辺を今まで以上に、や

っぱり中高生に向けて啓発できるような場
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をちょっと確保してもらいたいということ

です。 

 これもなかなか難しいです。恐らく、学

校の先生に対してデートＤＶ講座をやらせ

てくれと言っても、いや、うちちょっと今

忙しいから駄目、大体そんな感じですが。

何か日頃のカリキュラムが忙しくて、無理

ですというケースが多いと思うんです。 

 じゃ、ほかと比べてこっちが重要だとい

うこともなかなか、恐らく説明するのも難

しいですし、理解していただくのも難しい

ので、どうすれば本当は普及していくのか

というところも伺ってみたいと思うんです

けれども。 

 だから、一つは今までのやり方じゃなく

て、これは果たしていいかどうか分からな

いけど、アプリとか、それからＳＮＳを使

うというやり方もできなくはないと思うん

ですけど、ただそれを実際に中高生が見て

くれるか、あるいはそれを理解してもらえ

るかとなると、やっぱり直接出向いていっ

て、講座形式でやったほうがいいのかなと

いう気もしますので、このあたりはまたち

ょっとご意見もいただきたいと思うんです

が。 

 以上、この３点を事務局のほうでまとめ

ていただいたということですので、区長の

ほうに提案をしたいと思います。何かもし

補足であったり。 

 はい、どうぞ。 

（片野委員） 

 今の学校へ行ってＤＶの講座をやられる

ということですが、これ、ＰＴＡとか、開

かれた学校づくり協議会から入っていく手

段はないのかなと一つ思ったりします。 

 それと、あともう１点ですが、先日また

高橋課長に来ていただいて、講座のほうを

女団連でやったんですけども、そのときに

出た意見として、要保護児童対策地域協議

会というのがあって、そこでＤＶのことと

か話し合われるんですが、そこに既に関わ

っているＮＰＯから、地域のＮＰＯが参加

することはできないのかという質疑も…… 

（石阪委員長） 

 できないんです。 

（片野委員） 

 できないのかという質疑も、今は全然関

係、参加することができないので。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（片野委員） 

 それを参加できるようにしてほしいとい

う希望が地域のＮＰＯの人から出てきたん

です。私もそれはすごく思っているところ

でして。 

 やはり学校でかなり分かるところがある

わけですよね。相談に行く前に、危ない状

況になっている子どもたちってやっぱりい

るので、その子たちに対して地域が見守っ

ていくとか、その子ども自身が逃げ込める

先を教えておくとか、そういうことが非常

に必要なのかなというのは思っているんで

す。 

 ですので、ＮＰＯはそういう思いを持っ

ていますので、多分、個人情報の関係で駄

目なのか分からないですけど、ここのバリ

アを一つ、全部のＮＰＯというのは難しい

と思うんですけど、ある程度選別していた

だいて、参加できるような道筋をつくって

いただくことが大事ではないかと思ってい

ます。 

（石阪委員長） 

 恐らくこれでいうと２番に該当するとこ

ろもあるんですか、そうすると。 

（片野委員） 

 そうですね。 



13 

（石阪委員長） 

 ある意味では、今まで民間ってどちらか

というと、なかなか入れてもらえないケー

スが結構あって、ＮＰＯも含めて。様々な

教育改定、いっぱいあるんですけれど、恐

らく公だけではもう無理だと思うんで、そ

ういう意味ではＮＰＯをはじめとした民間

ともどう連携していくのかが課題ですよね。

あと、学校のほうももちろんそうなんです

けどね。 

 でも、どうなんでしょう。例えばこれ、

実際に教育の現場でこのデートＤＶの講座

というのはなかなか難しい。聞いてみまし

ょうか。どうでしょう、実際、このテーマ

で。 

（添田委員） 

 子どもに対してやるかといったら、もし

かしたらやっぱり優先順位としては厳しい

のかもしれないんですけど、ＰＴＡで取り

扱うとなったら、ハードルはすごく低いと

思います。親御さんのほうから理解を広め

ていくというのはありだと思います。 

（石阪委員長） 

 むしろそのほうが…… 

（添田委員） 

 とっつきやすいというか、広めやすいの

かもしれないです。 

（石阪委員長） 

 そうですね。ですので、そういう意味で

は親向けも一つの選択肢だと思われる。今

のところはないですか、実績としては、Ｐ

ＴＡに対して、出前で行ったという。 

（寺島課長） 

 基本的にデートＤＶというのは、やっぱ

り中高生の方々が主体になっていますので、

そこをメインにいっていますので。 

（石阪委員長） 

 講座の組立ても恐らく中高生向けのもの

になっているわけですね。 

（寺島課長） 

 そういうことです。 

（添田委員） 

 さすがに小学校ではちょっと難しいんじ

ゃないかな。 

（石阪委員長） 

 小学校は多分やってないですね、恐らく。 

（寺島課長） 

 やっていない。 

（添田委員） 

 中学校のＰＴＡだったらありじゃないか

なと思うんですけど。 

（石阪委員長） 

 そういうことか。 

（添田委員） 

 結構、今、何となく周りから聞いていて、

昔よりもそういう何ていうんですか、恋愛

事の進展が早いみたいなので。 

（石阪委員長） 

 低年齢化が進んでいるという、そういう

ことですね。 

（添田委員） 

 はい。なので、中学生のうちから親御さ

んへの周知をするというのは効果的ではあ

ると思います。 

（石阪委員長） 

 可能性としてはある。ただ恐らく、先ほ

ど言ったように、親向けのまだセミナー実

績がないので、一回そういうのをやってみ

てもいいかもしれないですね。ＰＴＡとか

親に対する、いわゆる出前講座のような形

でまずはやってみて。 

（添田委員） 

 結構、お子さんのこととなると、親御さ

んはちょっと聞きに行こうかなという意識

が高まると思うので、自分たちのことより

はって思うと思います。 
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（石阪委員長） 

 よく我々聞くのは、ＰＴＡの大体年に１

回か２回、総会みたいなのとかありますよ

ね。総会じゃない、何ていうのかな。 

（添田委員） 

 総会というよりは、成人教育委員会とい

うのがあって、そういうところでセミナー

とか講座を、一応、年に１回とか２回やら

なきゃいけないという委員会があるんです。 

（石阪委員長） 

 あるんだ。 

（添田委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 そこの場所でやるのが一番いい。 

（添田委員） 

 その辺で取り入れてもらえれば、学校ご

とにこの講座どうですかという提案は全然

できるとは思います。 

（石阪委員長） 

 僕は足立区の学校からよく呼ばれること

があって、何かＰＴＡが集まる機会みたい

なのがあって。 

（添田委員） 

 それもあります。連合会、上の会長たち

が集まるのがあります。 

（石阪委員長） 

 そういうイベントもあるし、それから各

学校でも何かやっぱり道徳の授業とか何と

か、そういうものの一環でも何かお話しし

たような気がします。何かいろいろ多分、

親御さんたちが集まる機会が年に何回かあ

って、そのタイミングでこの講座を打つと

いうのが一番。わざわざ集まっていただく

のは結構大変だと思いますので。 

（添田委員） 

 集まる機会というのはあるし、毎回集ま

ったときに何をやるかってテーマを決める

のって、結構大変で、その中にぜひ取り上

げてほしいということで提言することはあ

りだと思います。 

（石阪委員長） 

 むしろＰＲできますね。ありがとうござ

います。そういう情報提供があると比較的。 

（片野委員） 

 この間、調べたときに、やはり12歳から

15歳、ある調査で12歳から15歳のあたり、

もう11％の子が性被害に遭っているという

データがあるので、親御さんたちもやっぱ

り年頃になったお子さんたちを持つとすご

く関心が高いと思うんです。 

 だから、確かにＰＴＡはいつも何しよう

かというふうに考えていらっしゃるみたい

なので、そこに提案すると大きいかな。性

教育の、特に今、高まりがあるので。 

（添田委員） 

 性教育に関してはみんな悩んでいるから、

したいけど、どういう観点から子どもに話

し始めるかというのがすごくみんな悩むと

ころなので、こういう怖いこともあるんだ

よということから入っていく手はあるかな

と思います。 

（石阪委員長） 

 これはそうすると、広報の仕方としては

学校に行くんですか、それともＰＴＡに直

接ダイレクトに。 

（添田委員） 

 連合会経由でこういう講座をやるんで、

ぜひ研修会、担当の研修会でぜひやってみ

てくださいとかいうのはできます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。先ほど言ったよ

うに、そういった意味の低年齢化であった

り、被害の低年齢化、それも進んでいると

いうこともあるので、場合によったら小学

校の高学年、親向けでしたら多分可能でし
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ょうし、中学校、高校と、もちろんＰＴＡ

向けにやっていくこともできるのかな。 

 今までは当事者というか、子どもたちだ

けでしたけど、それ以外の方々にも聞いて

いただく機会をちょっと増やしてもらいた

いというのも要望としてはあり得るかなと

いう気はします。 

 ほかはもし何か。 

（高祖副委員長） 

 今のに絡めて、デートＤＶというとなか

なかやりづらかったりする。 

（添田委員） 

 私もそれ思いました。 

（高祖副委員長） 

 であれば…… 

（石阪委員長） 

 名前がデートＤＶ。 

（添田委員） 

 名前が分からないですよね。 

（高祖副委員長） 

 であればというんじゃないですけど。要

は相手に対する暴力、性的な暴力はＤＶ、

性的じゃなくてもそうなんですけども、と

いうようなところもあるので、そこがやっ

ぱりコミュニケーションの何か、相手を大

事にするコミュニケーションみたいな感じ

で学んでいく先に、またそのＤＶだったり

とかデートＤＶ的な話があったりするんで

すよね。だから、そういう学びが必要だと

思いますが、そのような内容をプログラム

を持って出せる団体などが足立区周辺にあ

るのかちょっと分からない。 

（石阪委員長） 

 要するに、デートＤＶ講座としてしまう

と、やっぱり言い方は悪いですけど、過激

な感じもしてしまうし、デートＤＶなのと

いう話になってくるよりは、むしろ相手の

ことを思いやるための講座。 

（高祖副委員長） 

 尊重して、ちゃんと…… 

（石阪委員長） 

 尊重しましょうみたいな。 

（高祖副委員長） 

 そうですね。威圧とかコントロールで、

好きだから相手の言いなりになるというこ

とでじゃないよということ。ＤＶ、デート

ＤＶというだけじゃなくてコミュニケーシ

ョンや何か相手への返事のし方も学べると

良いかと。 

（石阪委員長） 

 もっと広い視点の中で、その中の一部に

デートＤＶはあるけれどもという、そうい

う感じですか。 

（高祖副委員長） 

 でも、ほかの地域だったりするんですけ

ど、こういうふうに言われると嫌だよねと

か、何かすごく束縛されている感じするよ

ねみたいなのをうまく取り入れている、そ

ういうプログラムもあったりします。 

（石阪委員長） 

 ということは、今の話だと性的な被害だ

けではなくて、やっぱりちょっとパワハラ

的なものも含めてということかな、暴言を

吐かれたとか。 

（高祖副委員長） 

 そうですね。ずっと何か全部行く先々、

ちゃんと俺に連絡しろよみたいな、束縛的

な関係性とか。でも、多分そういうのがあ

ると言うとおりにしないと暴力にもつなが

っていたり、それはパワーの暴力もあるし、

性的な暴力も、言うことを聞かせるみたい

な、というところもあるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 あともう一つが、２番目のところにもす

ごく、そこで含まれる的なことだと思うん

ですけども、例えば乳幼児健診などの場で、
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相談カードみたいなのが、公的な図書館だ

ったり、いろんな施設とか置かれていたり

はすることがあって。だから、乳幼児健診

とか、チラシをちょっと潜ませるとかでも

いいのかもしれないんですけども。あるい

は集まったときに保健師さんからお話しす

るときに、一言何かＤＶについての話があ

ったりすると、そこからも相談というとこ

ろに少し近づいたりすることもある。 

（石阪委員長） 

 これはどちらかというと、実際のこれで

いうとＤＶ被害を受けている方への告知の

仕方が、今まではカードとか多分、リーフ

レットあったと思うんですけど、それを別

のものと。 

（高祖副委員長） 

 相談先のカードなどを配る場をもう少し

広げてはどうかと。そういう、乳幼児健診

とＤＶ被害ってあまり関係ない感じがする

けど、そういうところで配ったり、お知ら

せすることも必要かと。 

（石阪委員長） 

 例えば、比較的多くの人が手にするよう

なものの中に、併せて入れてしまうという

感じですね、どちらかというと。 

（高祖副委員長） 

 そうですね。入れちゃうのもいいですね。

あるいは何か全体でこれから健診やります

みたいなところで、そういう場所って栄養

何とかとか、子どもの発達の説明とか、ち

ょっとプラスであったりするので。そうい

う場でちょっと一言お話ししてくださると、

ああ、そういうことを相談できる場所あっ

たんだとか、あるいは私、受けているのＤ

Ｖかもみたいな、気づきもあったりすると

思います。 

（添田委員） 

 結構、健診とかだと待ちの時間がありま

すし、何か手持ちぶさただから、今日何配

られたのかなというのは、見る人は見ると

思います。 

（高祖副委員長） 

 結局、乳幼児期のパートナーからのＤＶ

とかが子どもへの暴力にもつながっていく

ので、そういうのもありかなと思います。 

（石阪委員長） 

 あとやっぱり多くの人が見るというと、

どうしても僕は紙媒体よりはスマホの画面

で見られたほうが、多分、世代的にも何だ

ろうな。例えば、これから子育てする人は

紙はあまり見ないんじゃないかなという気

がするんです。全部スマホの中に入ってい

る情報で検索するとなると、例えばこの相

談であったりとかも、チャットボットとか

って使いますか。何か相手が全部ＡＩで答

えてくれる。何だろうな、質問すると定型

的な文章については全部ＡＩが答えるもの

があるんですけど、こういうのもどんどん

利用していけばいいのに。そうしたら人件

費が要らないですよね。 

 大体悩みを入れると、これはこうしてく

ださいみたいな感じのが全部出てきて、単

純なやり取りだったらできるようになるん

で、どうですか、それだったら使う人はい

ますか。不安なことがあったらちょっと。

結構今、行政も盛んにそれをホームページ

の中でやってはいるんですね、ＡＩを使っ

て。 

（添田委員） 

 そういうのがあることを知らないかもし

れない。 

（石阪委員長） 

 あれは結構、便利といえば便利で、大体

出てくる質問が同じようなパターンの場合

は、それに対して答えが決まって、それが

まず。そこから個別のものにつながってい
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くような仕組みをすれば、24時間それで入

ることができるんで、何か紙で電話という

のは僕はちょっと、かなりハードルが高い

んじゃないかなと思うんですね、今の時代。

どう思いますか。どうですか。 

（小川委員） 

 下半期のこの予定表を見ても、募集人員

に対して最低なところは３人ぐらいだった

という…… 

（石阪委員長） 

 講座のほうね。 

（小川委員） 

 結果がありましたよね。やはりもう足立

区は人口的には大都市の一部ですよね。そ

の中で一つの講演会とか講座を設けたとき

に、たかだか15名に対してスポットを当て

て、その結果が３名だ５名だというのは、

すごく実力としてはＣもＤもＥも、さらに

その下の評価をもらっても仕方ないぐらい

の結果だと思うんです。ということは、と

りもなおさずこのやり方がもう皆さんの生

活から遅れているんです、やり方としまし

ては。 

（石阪委員長） 

 人を１か所に集めて、それで講座を開く

というやり方ですね。 

（小川委員） 

 今、委員長がおっしゃられたように、チ

ャットを利用したり何したりということに、

もうここはと思うところはどんどん先に変

えていって、それでこの紙も必要ですけれ

ども、こういう効率の悪いのはどんどん排

除して、それで先に向けてやっていくよう

な、そういう進行性というか、スピード感

も必要じゃないかなと私は思います。 

（石阪委員長） 

 そうなんです。恐らくおっしゃったよう

に、これで言うと紙じゃないと駄目だとい

う方もいる場合は、比較的年齢の高い人だ

と思うんです。子育て世代は別に紙じゃな

くても多分大丈夫だと思うので…… 

（小川委員） 

 全然オーケーだと思います。 

（石阪委員長） 

 その辺のめり張りは必要だと思うんです。

恐らくこれでいうと…… 

（小川委員） 

 紙で必要であっても、弁護士さんがいら

していて、そういうようなご相談は大体第

一番のここでぱっといくかといったら、い

きませんよね。だから、足立区のちょっと

相談窓口的なものを設けて、それでどんど

ん深刻化されている方は対面で聞いてさし

あげたり、指導してさしあげたり、アドバ

イスをって。そういうふうな流れにどんど

ん持っていったほうが、うんと効率が高い

し、足立区の職員さんの利用の中でも、う

んと効率化が高まっていくかなと思うんで

す。 

 やっぱりこういうふうに開けば、職員さ

んも５人、10人は担当になって、その分野

で我々が論じたことをまた整理して、次の

回に進めるように仕事があるわけです。そ

れもいろんな紙媒体じゃなくて、第１関門

は紙媒体じゃなくて、ＳＮＳ、ＬＩＮＥと

か、いろんなチャットとかを利用して間口

を広くして捉える。会って必要な方々を第

１から第２、第３のふるいにいって、それ

で効率化を上げていくというような、そう

いうやり方をしていかないと、お金と時間

とばかりかかって、その効率性は非常に低

いということの繰り返しにすぎないかなと

思うんです。 

 やはり先ほどの１番の①ですか、これに

おきましてもコロナ禍でちょうどワーケー

ションの方がすごく増えているということ
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もありました。11月23日は勤労感謝の日で、

これがすごく若い方がもう家族単位で地方

に行って、それでお仕事は全然支障なくや

れる。こういう形を社会的に理想として進

もうとしている。コロナ禍でちょうど多く

発信をする人が増えてきたという意味では、

ワーク・ライフ・バランスのいいところか

な、目立つところかななんて、私もこのデ

ータを見て思った一時期がありまして、今

もそう思っていますけれども。 

 やはり縛りつけないで、その代わり縛り

つけられない人も自分たちで発信できるし、

こちらからも何か提言するときは、場所も

時間も関係なく、夜中でも見たいとき、知

らせたいときにしてさしあげられるという

のが一番優しさじゃないかなと感じており

ます。 

（石阪委員長） 

 まさにそのとおりですね。生活様式自体

が大きく変わっていく中で、今はニューノ

ーマルなんて言い方をしますけれど、例え

ば家にいながらもやっぱり講座が受けられ

たりとか、あるいは相談ができたりするの

がこれからの時代のもし相談や講座の在り

方だとすると、なるべくそういったものを

来年度からもう盛り込んでいただきたい。

全部とは言いませんけども。 

（小川委員） 

 そうですね、できるところ。 

（石阪委員長） 

 今、小川さんおっしゃったように、変え

られるところはどんどん変えていって、そ

うすればさっき言ったように、お金の面で

も、コストの面でも、それから人の面でも、

かなり削ることもできるわけです。そうい

ったことをやっぱり考えていかなきゃいけ

ない。 

 ただ、サービス自体が削れることはよく

ないと思いますので、その辺、サービスの

質を維持しながら、どうやってコストなり

人を削っていくのか、そのあたりを考えて

いかなきゃいけないという意味で。 

 恐らくこれを提案すると、次年度以降、

多分講座も大きく見直される可能性もあり

ます。今まで全部対面でやっていたのを、

じゃ何回かはさっき言ったリモートですと

か、あるいはオンデマンドといって、どち

らかというと画像をアップして、それを視

聴してもらうような。そうすると何回でも

見られますから、見逃した方ももう一回見

ることもできたりとか、そういったやり方

も恐らく出てくると思いますので、恐らく

次年度以降、そういったことも検討してい

ただけると思います。ありがとうございま

した。 

 ですので、先ほどの相談というのも、今

まではどちらかというと紙で見て、電話を

かけて、その電話がつながって初めてそこ

で相談でしたけれど、やっぱりこれは今の

若い人にとってみるとかなりハードルが高

いと思いますから、もっといろんな新しい

アイデアを含めて、どうすれば本当に気軽

に相談ができるのか、しかもそれがコスト

や人員という意味でいうと負担にならない

かということです。これもやっぱり考えて

いかなきゃいけない。 

 私はここの分野に関しては結構ＡＩは使

えると思っていますので、相談機能という

点でいうと入り口の部分についてです。そ

ういったものも活用するといいのかな。 

 ほか何かいかがでしょうか。 

（小川委員） 

 あとごめんなさい。発信方法として、今

日は東京都のお知らせ広報板で、12月４日

から人権週間に入りますということで、い

ろんな相談窓口というか、対応できること
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をだーっと並べてあったんです。そういう

ふうに一目にして、ああこれは私がいいな

と思ったら、それはまず紙面で得て、その

先に次にほかの媒体で吸収してあげてとい

う、そういう誘い方もありかと思うんです

けれども。 

 よくテレビで渋谷なんか、今日はコロナ

の人がこんなに増えている、少ないって、

画面でアピールしますでしょ。あれも足立

区で数か所かで画面で、大きく長くじゃな

くて、ぽんぽんと、こういうお悩みありま

すかと何かの画像を出した下とか上にちら

っと発信するだけでも、この紙の効果より

は気づかれる方が多くなるんではないかし

らと思って。 

（石阪委員長） 

 恐らく足立区のデジタルサイネージ持っ

ているはずですから、多分、広報は出して

いますよね。 

（寺島課長） 

 デジタルサイネージ、ありますので。 

（石阪委員長） 

 サイネージであれ、一応載る情報という

のは、あれはどこかが管理している、一元

管理していて、例えば各所管からそこにこ

れを流してほしいと言えば、それは出して

くれるのかな。あまりそういうことはない

ですか。 

（寺島課長） 

 あまりいろんな所管から行っちゃうと、

交通整理が必要なので、そこは所管課のほ

うで。 

（小川委員） 

 それはあるでしょうけどね。ちらっと見

たら、ああそうだったんだということで、

あと個人的にいろいろ調べて追跡する、相

談に乗ってもらうという入り方もあります

から、交通整理が大変だとおっしゃるかも

しれませんけど、やはりせっかく優先順位

というか、頻度感を見てね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。特にＤＶの問題は比較的優

先度が高いと思いますので。 

（小川委員） 

 そのほうが気づかれる方も多くなるんで

はないかなと思います。 

（石阪委員長） 

 恐らく町なかが多いですね。人の多いと

ころが。あまり細かな、例えばイベント情

報とかだと別にいいと思うんですけれど、

やっぱり多くの方が課題としているような

点については、そういうところも使ってい

ただいて。 

（小川委員） 

 文章を長々とじゃなくて、キャッチされ

る本当の短文で、何回か見て見過ごした中

で、あれ、何回目かに気づかれる、そんな

ものでも効果は大きいと思うんです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。このＤＶにつ

いては。 

（猪野委員） 

 （２）の１番、２番に関するんだと思う

んですけど、ＤＶ被害者の支援体制につい

てで、サポートを強化していただきたいと

いうことで、いつもいろいろ、前回もいろ

んな提案が出たと思うんですけど、たまた

ま知人でＤＶ被害を受けている方がいて、

長年ＤＶ被害を受けていたんですけど、や

っぱりコロナ禍で度合いが増してしまって、

もういられないというので、シェルターに

逃げ込んだ方がいるんですけど、その逃げ

込んだ先でも、シェルターがあるのもいい、

法律もある、いろいろ助けてくださる方も

いて、その支援のおかげでそういうことを
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できたんだけれども、やっぱり事務的とい

うか、結構職員さんが冷たかったりとか、

もっと精神的な支援を一番にしてほしいと

いうのが要望です。 

 もうさんざん傷ついてきているので、ち

ょっとのことで自分が被害者意識が物すご

く強くなって、もうどんと落ちちゃうらし

いんです。なので、何か問いかけたり、何

かを聞いたときに、ちょっと無視されたぐ

らいでも物すごく傷つくらしいので、やっ

ぱりそういうところをもう少し、より被害

者の身になった対面とかコミュニケーショ

ンを取ってほしい。一番欲しいのは、皆さ

んそれだと言っているということなんです。 

 だから、そういう支援のところも、メン

タル的なところもサポート体制の中に組み

込んでいただけたらと思うんですけど。 

（石阪委員長） 

 特にこの２番でいうと、民間をうまく入

れないと、行政ってどうしても、本人たち

はそこまで意識はしないと思うんですけど、

与えられた職務を淡々とやるとなってしま

うんで、そういう意味では常に支援の体制

の中に民間の方を入れて、ＮＰＯとか、そ

ういう方々と一緒になってやれば、またか

なり変わってくると思います。 

 それから、この上のほうのアウトリーチ

もそうですけれど、これはかなり大きなハ

ードルではあると思うんですが、ある程度

信頼関係ができれば、やっぱりアウトリー

チも必要になってくるんです。来るだけ待

っているのではなくて、行政のほうに行く

ような、そういう仕組みをつくっていかな

いと、なかなか難しいかな。 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

（高祖副委員長） 

 すみません、もう１個だけ。 

 ３番に絡むのかなと思うんですけども、

ＤＶにならないように、ＤＶを受けないよ

うにみたいな教育と一緒に、中高生でも予

期せぬ妊娠みたいなのもあると思うんです。

先日も大学生が就活中に出産してという…

… 

（石阪委員長） 

 子どもを殺してしまったという事件です

ね。 

（高祖副委員長） 

 はい、ありましたよね。なので、やっぱ

りそれがあったときに相談する先、こうい

うところがあるよというのもセットでぜひ。

それをちゃんと相談していいんだよとか、

親には言いづらかったらこういうところが

あるよとかというのを、そこの先も含めて

情報提供することが大事。性暴力を受けな

いようにするとかしないようにするという

だけじゃなくて、でももしそうなったら全

然何か恥ずかしいことでも、自分が全部悪

いんじゃないよという先まで含めて伝えて

いくことが必要。 

（石阪委員長） 

 これはでも学校の中でＤＶがあった場合

というのは、学校に相談するのか、それと

も第三者みたいなところのご連絡。これど

っちを区としてはイメージされていますか。 

（寺島課長） 

 学校でですか。 

（石阪委員長） 

 例えば、中学生がそういうＤＶ被害があ

ったときには、学校の中で基本的には対応

してもらうというスタンスなのか、それと

も学校とは別に、直でどこかの相談機関み

たいなところが対応するというスタンスと

いうか。 

（寺島課長） 

 なかなかでも生徒だと、いきなり外につ
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ながるのは多分厳しいのかなと。 

（石阪委員長） 

 その場合、どっちがいいのかというのは

なかなか分からなくて、学校はやっぱり…

… 

（高祖副委員長） 

 でも、学校の中の生徒同士とかだと、何

かＤＶというか、いじめ…… 

（石阪委員長） 

 いわゆるデートＤＶですね。同級生とか、

そういう中での話だとすると。 

（高祖副委員長） 

 ちょっと学校管轄的な感じもします。 

（石阪委員長） 

 だから、なかなか行政と学校って関係が

結構難しくて、どこまでをどっちがやるの

かというのは、多分取決めがあまりないん

じゃないかな、この分野については。 

（高祖副委員長） 

 でも、そういうときにまた学校側も若干、

いじめのときもそうですけど、事なかれに

何か、気のせいだよねと対処してしまうこ

とも。気のせいだよねじゃないですけど、

的な感じで対応されると、それこそさっき

のすごく傷ついた子たちがさらに傷ついて、

もう絶対相談しなくなります。 

（石阪委員長） 

 そうなんですよね。学校で手に負えない

という可能性もあり得る場合は、やっぱり

行政の相談に頼らざるを得ないと思うんで

すけれど、恐らく直接電話することはなか

なか難しいんじゃないかな。中学生が、ど

うなんだろう。どうでしょう、このあたり。 

（片野委員） 

 今は中学生はある程度スマホとか持って

いるので、ラインで相談するとか結構いっ

ぱいあるんです。そっちに多分、匿名か何

かで最初に相談するんじゃないかなと。 

（石阪委員長） 

 やっぱりそれは学校外ですね、そうする

と。 

（片野委員） 

 学校外。学校に言うことは、今はいじめ

でもほとんど学校の先生たちには言わない

と言っていますので。 

（石阪委員長） 

 言ってこないんですか。 

（片野委員） 

 はい、言わない。やっぱり違うところに

まず相談しているんです。 

（高祖副委員長） 

 近いところには言いづらいです。 

（片野委員） 

 そうなんです。大ごとになっちゃったら

嫌だという気持ちもやっぱりどこかで子ど

もたちもあるので。 

（石阪委員長） 

 先生って意外に知らないケースもあるん

ですね、そうなってくると。 

（片野委員） 

 誰と誰が付き合ってるって、中学生で分

かるのかな。分からないと思います。結構、

秘密裏にやっていたりするので。 

（石阪委員長） 

 例えば、さっき言ったＤＶみたいなもの

も、結構一番最後まで先生が知らなかった

というケースがひょっとすると。うなずい

ていますけど、あり得る。 

（添田委員） 

 あるんじゃないですかね。すごくリアル

な話であれなんですけど、ちょうど本当お

とといかな、中学生の娘さんを持っている

親御さんと、うちも来年、中学生なんで、

もう今、低年齢化が進んでいるから、避妊

ですよね、結局。そういうふうになったと

きに、相手が避妊をしてくれないときに、
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こっちからちゃんとしてくれと言えるよう

に教育しないといけないよねという話をち

ょうどしたところなんです。しかし、それ

をどうやって話そうとかみたいなというの。 

（石阪委員長） 

 学校の先生は多分、それはなかなか相談

に乗りづらいテーマですね。 

（添田委員） 

 そう。やっぱり親御さんからアプローチ

を少しはかけていかないと、何だろう、日

本ってやっぱりそういうのはちょっと恥ず

かしいみたいな風潮があるということを、

そもそもそれを覆すというか、性教育自体

を普通のことにしていかないと、被害を受

ける子は増えてしまうんじゃないかなと思

います。何かやっぱり親御さんにアプロー

チかけるというのは、結構ありかなとは思

うんですけど。 

（石阪委員長） 

 ただ、今の話だとやっぱり先生にも秘密

で、親にも秘密で、そういう関係があると

すると、じゃ誰に相談するのかって難しい

ですよね、そうなってくると。 

（添田委員） 

 でも、中学生だったらまだ親に、親が気

づくし、多分ちょっときっかけを与えたら

話してくれるんじゃないかなと思うんです

けど。 

（高祖副委員長） 

 それは関係性がいい親子。 

（片野委員） 

 中学生の関係性と、あと年齢。すごく中

１か中２か中３かでまた違いますし、女の

子と男の子なのかも違うので。 

（添田委員） 

 確かにそうですね。 

（高祖副委員長） 

 あと、関係性が悪い親子関係もすごく多

いので、そうしたらもう絶対に親に言わな

いです。 

（片野委員） 

 逆に言えば、私もオフィシャルじゃない

場所、塾を経営しているので、結構あるん

です、実は相談が。親には絶対ないしょで

と言われて受けるんですけど、そういった

ときに、やはり私は北欧なんかは結構地域

教育として性教育をやっていたりするんで

す。 

 学校でもない、家庭でもない場所で、こ

ういう講座みたいな形で性教育を子ども向

けのをやっていたりするので、それぐらい

開けちゃうといいんだと思うんですけど、

まだ日本はそこまでなっていないので、や

はり親御さんがそういう話しやすい雰囲気

をつくっていくということが大事で、なの

で一緒に受けられるようなものをするのが

理想なんですが、まずお母さんたちから、

実はこれすごく大切なことで、私たちもイ

エス・ミーンズ・イエスと言えばやろうと

いって、「はい」と言わなかったら駄目だ

よということを、性暴力になりますよとか、

被害者にも加害者にもしないために性教育

をするという視点がすごく大事だと思うん

です。それの取っかかりとして、ＰＴＡを

使った性教育はありかなというふうに私た

ちは思っているんです。 

 それと同時に、さっき高祖さんがおっし

ゃったように、その場になって「いいよ」

とか、そういうのが言えない子もいるので、

やはり自分の気持ちを日頃から出すような

ことも非常に必要だと思うんです。黙って

いたらはいになっちゃって、あとで困るよ

ということを言われて、急にはいと言えと

いったって、そこは言えないと思うんです。 

 そういう包括的な性教育がやっぱり必要

になってくるんですけど、まず第一歩とし
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て、親子の関係性を、そういうことをオー

プンに話せるような、欧米のように話せる

ような関係をつくっていくことが必要だと

思っています。 

（石阪委員長） 

 あとは、親子関係が比較的いいところは、

いい家庭はいいんでしょうけど、やっぱり

第３の場所も必要だと思うんです。今おっ

しゃったように、塾とか。 

 確かに僕、昔、30年前の話ですけど、塾

にいたときはそういう話が、相談が多かっ

た気がする。中学生を教えていたときに。 

（添田委員） 

 確かに親や学校とも関わりのない人にだ

ったら言いやすいですよね。 

（石阪委員長） 

 相談する。だから、親にも言うな、先生

にも言うなで、塾は関係ない人なんで。恐

らくその気持ちも分かるんです。だから今、

親がまずそこまで踏み込めていないという

のももちろんですし、親と子の信頼関係と

いうのは果たしてそんなに緊密なのかどう

かも分からないですし。 

（添田委員） 

 やっぱり、中学生になってから親と子の

関係が厳しくなるというのは多分あると思

うんで、そう考えると、小学校でまだ話し

やすい時期から周知するというのもありな

のかなと今思いました。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

 ということで、いろいろ意見いただきま

したけれども、一応こちらのほうも事務局

案については、少し修正を加えるような形

でこちらのほうではまとめていきたいと思

うんですが、今日いろんな意見を皆さんか

らいただきましたので、こちらについても、

ここに入れるかどうかはちょっと分かりま

せんけど、紙幅の都合でひょっとすると後

ろのほうに、その他の意見という形で、い

つも例年入れていますので、そちらのほう

に反映させる形で対応していきたいと思い

ます。 

 それでは、一旦ここで時間になりました

ので、休憩を５分ほど取って、その後、も

しこれについて補足があれば、皆さんから

またいただくのと、あとは一言ずつ皆さん

のほうから改めてこの１年を振り返ってい

ただく、感想をいただければと思います。 

 それでは、休憩に入らせていただきます。 

  （休 憩） 

 

（石阪委員長） 

 それでは、後半のほうにいきたいと思う

んですが、ここからはどちらかというと、

もう最後ということもありますので、皆さ

んから一言ずつお話をいただければと思い

ます。 

 男女共同参画を取り巻く環境ですけれど

も、やはりコロナのこの１年間、いろいろ

あったと思うんです。ＤＶの問題ももちろ

んそうでしたし、特に家にずっと前半籠も

っている状況の中で、様々な家庭内での問

題であったり、あるいは学校の問題であっ

たり、そういった問題も今まで議論されな

かったようなことが議論の俎上に上がって

きたということもあるかもしれません。 

 それから、今もちょっと小川さんから情

報提供をいただいたんですが、足立区では

区議会議員がＬＧＢＴを否定するような発

言もあったということで、この男女共同参

画を取り巻く環境、いろんな問題が持ち上

がっている中で、５回にわたって皆さんか

らいろんなご意見をいただきました。 

 また、これは提言書としてまとめて、区

長のほうにお伝えをしようと思うんですが、
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最後、皆さんが５回にわたって参加した、

振り返っていただいてもいいですし、改め

て強調しておきたいことでもいいですし、

何か一言ずついただければと思いますので、

それを終わってこの会議を終了ということ

にしたいと思います。 

 それでは、いつもこっちから回している

ので、反対からいきますか。猪野さんから

にしますか。お願いします。 

（猪野委員） 

 ２期目、今回務めさせていただきまして、

少し慣れてきた部分と、やっぱりもっとも

っと勉強しなければいけないなと、ちゃん

とここでいろいろ発言できるようにしなく

ちゃいけないなというのを考えながら、一

応今回やってきたつもりではいますが、結

果的にどうか分かりませんけど。 

 やっぱり掘り下げて見ていくといっぱい

問題があるんだなということです。だから

日頃から自分もいろいろ気をつけて、でき

ることをやるということですねと思ってい

ます。 

 ただ、皆さんの出席率にはすごく驚き、

休めないなと思いながら一生懸命来ました。

これだけ何か皆さんの意識が高くて、すご

くいい委員会じゃなかったでしょうかと思

います。 

 ありがとうございました。お世話になり

ました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、上野さん。 

（上野委員） 

 上野と申します。 

 １期やって、ちょっとまだ発言が全然あ

まりよく分かってないところも多くて、で

きなくて、皆さんに迷惑をかけていないか

なと思うんですけども、私もさっきちらっ

と、町会、自治会は、足立区の70を超えて

いるからとか、何か今ちょっと言っていた。 

（石阪委員長） 

 ありました。雑談でね。 

（上野委員） 

 ああ、私も会長やって長いかなと思いな

がら、あまり子どもことはうちのほうは話

題にならないんです。子どもさんがいない

んで。話題になるのは、高齢者のことで、

この間も１件うちのほうで１人、私よりち

ょっと上の人がずっと、２年ぐらいうちか

ら出ないんで、旦那さんに聞いたら、ちょ

っと立てないぐらいだから、支援センター

にちょっと頼んだんですけど、そこに奥さ

んが電話へ出て、まだ私はそんな気になれ

ませんなんて、ちょっと言われちゃって、

何か私が言ったんじゃないかななんていう

ことをちょっと出たみたいなんですけど。 

 そういう支援も私はやっていきたいなと

思っているんですけども、なかなか本人が

うんと言わないと、支援センターお願いし

ますと言わないと、ああ駄目なのかなと思

うんですけど、前もって言っておくと全然

違うんですよね。よく見てくれるんじゃな

いかと思って。 

（石阪委員長） 

 いわゆる引き籠もっている方がいるとい

うことですか。 

（上野委員） 

 引き籠もっている、具合が悪いんです。

具合が悪いのに、ちょっと…… 

（石阪委員長） 

 お幾つぐらいの方なんですか。 

（上野委員） 

 私のちょっと上です。１つ上。 

（石阪委員長） 

 じゃ、もうかなり。そういうことね。 

（上野委員） 
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 もう年なんで。75過ぎてますから。だか

ら、ちょっとその人はあまり人としゃべら

ない人なんで、こっちから声を一応旦那さ

んにかけたんですけど、やっぱり失敗した

かななんて思って、ちょっと反省のところ

も先に言っときゃよかったんですけど、綾

瀬のほうに頼んじゃったんですけどね。 

 そういうのもありまして、高齢者がほと

んど住んでいるんで、ちょっと心配は心配

なんですけど、私もすみません、高齢者な

んで、何か若い人の発言にほとんどついて

いけないところもありますけども、この１

年間のいろいろ、こういうことで勉強にな

りまして、頑張っていきたいなと思って。 

この間は講演会だったんですけども、講

演会がちょっと長いななんて思いながら話

を聞いていたんですけども、今回も皆さん

の意見が結構頭に入っていますので、私も

また頑張りたいと思いますので、ありがと

うございます。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。上野さんはやっ

ぱり自治会の中でも女性のリーダーだとい

うこともあるんで、どうしてもご年配の男

性の方が多い中で頑張ってこられたという

のもあるし。 

 それから、今、ひきこもりに対するアウ

トリーチというのは非常に大事で、今、日

本には100万人以上ひきこもりがいると言わ

れているんですね、若い方から年配の方ま

で。なかなかそういう方とコミュニケーシ

ョンを取ろうということはできない中、頑

張っておられるということで、ぜひまた地

域のほうで頑張っていただきたい。ありが

とうございます。 

 じゃ、続いて、よろしくお願いします。 

（添田委員） 

 今年初めてということで、ネーミングだ

け見て、へえと思っていたんですけど、ま

たお恥ずかしい話、こういう講座をたくさ

ん開かれているということも実は知らなく

て、でもこれ、知らないよねと思っちゃっ

たので、やっぱりでも、これ受けたい人は

中にはいると思うんですけど、啓発活動に

関してはかなり問題ありなんじゃないかな

と思ったりとか。 

 あとは、もっと…… 

（石阪委員長） 

 これは、内容というよりはどちらかとい

うと啓発の仕方のほう、方法のほう。 

（添田委員） 

 内容も見てみて、行きたいかといったら、

ふーんという感じのものがやっぱり多いか

なというのは正直思いました。何だろう、

ＰＴＡとかで研修会とかを検討するときも、

どうしても義務的に、委員だから行かなき

ゃいけないとか、そういう感じで、やっつ

けみたいな感じでやっているところがある

んですよ。こういうのも何かそんな感じの

印象を受けてしまうので、もっと何かいい

講座があったらいいなというのは思いまし

た。 

 あとはやっぱり、もっと気軽に聞きに行

ける環境づくりがあればもっといいけど、

そもそもこういうことをやっているという

ことを知らない人が多過ぎるというのは思

いました。なので、この辺、２期やるもの

なんでしたっけ、たしか、と聞いているん

ですけど。 

（石阪委員長） 

 その辺まだちょっと、委員さんによって

多分、違うと思うんですけど。 

（添田委員） 

 なるほど。もし来年も引き受けることが

あれば、その辺はもうちょっと考えて参加

できたらいいなとは思いました。 
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（石阪委員長） 

 恐らく来年度以降、さっき言ったように

リモートが入ってくると、多分中身が大き

く変わってくる点と、それからこれ例えば

ですけど、講座の内容ですけれど、これも

今どちらかというと対面でしかできないよ

うなもので、人数もすごく、恐らくコロナ

の影響もあって、15人とか20人ぐらいしか

いないような講座ですけれど、もうちょっ

とキャパが確保できれば、募集のかけ方も

変わってくるのかなという気もしていて、

ちょっと様子を見て、次年度どうかで。も

し委員さんになっていただけるような状況

だったらば、ひょっとするとそのあたりも

チェックいただければと思いますので。 

（添田委員） 

 この間、ちらっと行政の方と、リモート

で会議ってできないんですかと聞いたら、

いや、外部にパソコンをつないじゃいけな

いから、基本駄目なんですよと言われて。 

（石阪委員長） 

 そういうところもあります。 

（添田委員） 

 ああ、そうなんだと思っちゃって、その

辺からもう変えていかないと駄目なんじゃ

ないのかな。予算の問題もすごくあるんで

しょうけど、その辺は思いました。 

 先ほど、区議の方がＬＧＢＴの問題発言

されたと言っていましたけど、区長があれ、

令和３年度に何か対策というか、パートナ

ーシップできるようにするとなったんです

よね、足立区。 

（石阪委員長） 

 まだ確定はしていない。 

（添田委員） 

 確定はしていないですけど…… 

（寺島課長） 

 でも、３年度中には。 

（添田委員） 

 そうですよね。もうすぐそれはツイッタ

ーで話題になっていて、足立区やるじゃん

って、仕事が早いと言われて、すぐそうい

うふうに反応があるので、画期的なことを

していけばすごく広まるのも早いと思うし、

ぜひ思い切っていろんなことに挑戦してい

ってほしいな足立区、と思いました。 

（石阪委員長） 

 恐らくこれからこの会議の場でも多分、

その話題はかなり中心の話題になると思う

んですけど、あれは市民団体の動き速かっ

たですね。この問題があったときに、区に

対し要望書を出したりとか、いろいろして、

たしか副区長も対応して、いろいろ団体に

対して配慮するというようなことで、ある

意味ではやっぱりそれだけ世の中の動きと

いうのは、これに対して行政が思っている

以上に非常に敏感だったというのもあった

のかなという気もしますので、区長の発言

にもあるとおり。 

（添田委員） 

 近藤区長は発信力が高いと思うので、ぜ

ひぐいぐいやってほしいなと思います。あ

りがとうございました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 小川さん、いかがでしょう。 

（小川委員） 

 私もこの会議に入りまして、自分だけの

狭い生活で、本当にいろんな現場を知らな

いで、幸いといいましょうか、健康でした

ので、あまり介護の世界も何の世界も存じ

上げずに、そのまま来てしまったんですが、

そんな中で、ある団体に所属しておりまし

て、じゃ何かできることということで、献

血の活動も年間６回ぐらいやっているんで

す。 
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 そんな中で、一番最初になるかと思うん

ですが、貧困の子どもたちにということで、

我々の団体の地区でウィメンズ・ファミリ

ークラブ（ＷＦＣ）を立ち上げたときに、

足立区の一つの地域をうちが受け持とうと

いうことで、竹の塚の基地を受け持ってく

ださったんです。 

 それで、彼女は世田谷支部の人なんです

が、高速で土曜日に来て、それで土曜と日

曜日、給食がないから、温かいものを作っ

て、それを食べさせたいということで、50

食、50食、毎回来てやってくれて、それを

機にいろんなところで、今15か所か７か所

ぐらい、子どもたちにそれと同じものを提

供して、うちの基地以外はほとんど外部の

専門の団体さんがお食事を作ってやってら

っしゃるかと思うんですけれども、まだそ

こは自前でやっているんです。 

 そういう方がご自分と、それから妹さん

だったり、おばさんだったり、大勢で行け

ないんです。とにかくそこの場所が、誰か

が、あの子どもが行っているとか、そうい

う情報が漏れちゃいけないので、私にも次

の週、福岡で講演があるので行けないから、

小川さん、やってくれないということで、

じゃいいです、次のときに入りますといっ

たときに、場所はと言ったら、場所も大体

このあたり、ここで立って待っているから

というほど、やはり子どもたちの人権とい

うか、保護されているんです、情報は。 

 それで、彼女と会って、こんなふうにや

ってあれしてということで、次の週行って、

私も50食、50食、お友達の、同じお仲間の

奥様が料理学校を出て、うちの奥さんは上

手だから連れていってよということで、２

人までなんですけど、２人で行って、50食、

50食、100食をつくって、提供して、そうい

う体験があるんです。 

 その中で、そういう体験をしながらいろ

いろ覚えて、社会を見せてもらったりしな

がら来ましたけど、介護の世界って未体験

なんです。いろんな皆様から現場のお話を

伺って、まだまだ知らないことがいっぱい

あって、私はここに参加していて何か役に

立っているんだろうかと、時々自問するこ

とがあるんですけれども、介護とか貧困と

か、そういう現場に対しての知識はなくて

も、会社の経営に携わってきたり、そうい

う皆様方を見てきた中で、そういう全く別

な畑の見方や意見を呈するのも私の役目か

ななんて、何回かの体験の中でやっと心が

この頃落ち着いてきました。 

 今までは、ああ全然未体験のゾーンなの

に、ここにいちゃいけないんじゃないかな

なんてちょっと思ったりもいたしましたけ

ど、これからもまた自分の知っていること

は皆様に知っていただいて、なおかつ皆様

に教えていただくところは吸収して、これ

からも皆様と一緒にまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

（石阪委員長） 

 はい。 

（田中（裕）委員） 

 昨年度と今年度と、２年間この委員会に

参加させていただきました。男女共同参画

推進委員会という名前を聞いたときに、ど

んなことをやるのかなと思ったんですが、

この42も施策があるなんていうことは、初

めてこの会議に出て分かりました。 

 そして、その施策に対して２つずつ取り

上げて、こうやってきちっと見直しという

んでしょうか、区民からの立場でどういう

ふうに捉えていっているかということを見

ているところがあるんだということを知っ

て、区のほうはそれぞれの担当部署ですご
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く努力をされて、こういう企画をされたり

していると思うんですけれども、それに対

して反対ではないけれども、こういう形の

ほうがというような提言をする場があって、

それをまた聞く耳を持ってくださるという

ことで、毎年毎年こういうことが重なって

いくと、よりよい方向に行くんだろうなと

いうふうに、この２年間感じさせていただ

きました。 

 特に今年のワーク・ライフ・バランスと

ＤＶ被害のことについてですが、ＰＲが足

りないわけではないんだろうなと思います

けれども、やっぱりたくさん広く網を張ら

ないと、そこに引っかかるというんでしょ

うか、どこで目にするかということは人そ

れぞれだと思うんです。ですから、本当に

広くやっていかないと、チラシだけではな

いと思いますけども、チラシだとかポスタ

ーだとかにすごく力を入れてらっしゃるけ

ども、ほかの部分でもいろんな媒体を使っ

て、皆さんに知っていただく機会をつくる

ということの大切さを感じました。 

 いろんな、例えば新聞の折り込み広告で

もたくさん入ってきて、毎回目にしていて

も気がつかないことっていっぱいあって、

何か自分が引っかかることがあるときに、

それを見て、ああこういうものがあるんだ

なと気づくことがあると思うんです。 

 だから、どこでそれがヒットするかとい

うのは、本当に人それぞれだろうなという

ふうに思います。 

 ですから、たくさんチラシを作ればいい

というものではないんだなというふうなこ

とも、この会を通じて勉強させていただき

ました。私も人権擁護委員の立場でこちら

に来させていただいていますので、人権擁

護委員会のほうでも、いろんな人権教室と

かやっておりますけれども、そこのところ

でもう少し広い視点を持って取り組んでい

こうというふうに、今度、人権擁護委員会

のほうでも提言していきたいなというふう

に思います。 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 はい、その次。 

（野田委員） 

 野田です。去年と今年と２年間、お務め

させていただきました。今年はずっとコロ

ナ、コロナで大変な１年だったんですけど

も、駄目なことばかりじゃなくて、コロナ

があったことで働き方が変わってきて、在

宅勤務が絶対できないよと思えたものがで

きたりとか、会議とかもリモートでできた

りとかって、絶対できないと思い込んでい

たものが全部取っ払われたということでは、

コロナも悪くはなかったのかなというふう

に思いました。 

 そこで、ワーク・ライフ・バランスのと

ころで、こういうふうに変わってきた中で、

働き方が変わってきて、認定企業の選定な

どで、この新しい環境での新しい働き方、

ワーク・ライフ・バランスであったり、と

いうことを裾野に広く広げていけるような

ことが、今後できたらいいなというふうに

は思いました。 

 そんな感じでしょうか。ありがとうござ

いました。 

（石阪委員長） 

 じゃ、すみません。 

（片野委員） 

 女性団体連合会の会長としてこちらに参

加させていただいております片野でござい

ます。今年から参加させていただいており

ます。 

 女性団体連合会としましては、大変盛況

をいただいているようで、非常に大きなこ



29 

とで、会員の声をこちらに述べることがで

きるということ、大変ありがたいと思って

おります。 

 やはり私自身はこちらに参加させていた

だいて、実際コロナがあって、自分が運営

しているＮＰＯもそうですが、やはり弱い

立場の人が一番被害を大きく感じてしまっ

ているという現実があって、多くはシング

ルの女性と今、関わっておりますので、非

常に大変な思いをしているということがあ

ります。 

 まだまだ男女共同参画が進んでいないな

ということは、逆にぱっと見は女性が社会

進出をしているので、割ともういいんじゃ

ないのという感じに世間は見ていますけど

も、やはり一皮むくと非正規雇用が多かっ

たりとか、まだまだ差が大きい。ここはや

はり注目していかなくちゃいけない。 

 白石議員の発言で大きく動いたＬＧＢＴ

協議もありますけども、これもこれから実

際に制度ができて、私たち委員がどこまで

啓発活動をして、みんなに知ってもらえる

のかという、来年は非常に大きな意味のあ

る年だと私は思っています。 

 逆に、自分たちに何ができるのかな、自

分の団体に対して何ができるのかなという、

新しいチャンネルを一つ開いたような形が

しています。これもまたコロナもそうです

けども、ピンチをチャンスじゃないですけ

ど、新たな局面が出て、大変、もしできれ

ば来年もやりたいなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 お二方ともそうですね。やっぱりコロナ

がちょっと変えるきっかけになればという

ことですので、むしろこれを単なる危機だ

けではなくて、変わるためのチャンスだと

いう、そういうふうに考えていただければ

と思います。ありがとうございます。 

 石川さん。 

（石川委員） 

 マザーズハローワークの石川です。 

 昨年と今年と参加させていただきまして、

足立区の各種施策、いろいろと勉強させて

いただきました。皆さんから出された意見

についても、ハローワークの業務は、今回

働き方改革であるとか、ＤＶ被害の方につ

いてということだったんですけれども、や

はり就労の面で、働き方ということについ

てはハローワークは一番関連しているとこ

ろで、ＤＶの方についての相談とかという

のも受けることも結構多くありますので、

皆さんから出していただいたいろんな提案

だとかという意見を、今後ちょっと業務に

も反映させていけたらいいなと思いますし、

足立区のほうとも連携ができることがあれ

ば、していきたいなというふうに思いまし

た。 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 お願いします。 

（徳永委員） 

 私、今年で２期目を務めさせていただき

まして、非常に貴重な経験をさせていただ

きました。 

 私、１期目の最初に、私、一応学識経験

者という部類なんです。選ばれているんで

すけど、実際まだまだ学ぶべき立場ですの

で、皆さんと一緒に勉強させていただきま

すと言って、１期目、最初にそういう自己

紹介をしたんですけど、実際そのとおりに

なりました。大して学識経験者らしい発言

も私としてはできていないような気がして、

むしろ学ぶことがすごく多かったかなとい

うふうに思います。 

 最後に、感想というよりは、それこそち
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ょっと学識経験者らしく、私が仕事上経験

していることから、ぜひ皆さんにお伝えし

たいことを簡単に述べさせていただきたい

と思うんです。 

 私、今回は結構ＤＶの被害者の支援が非

常に重要なんじゃないかという意見を第１

回のときから述べていたんですけど、実際

私は加害者の弁護をすることのほうが圧倒

的に多い。被害者の方からの相談もまあま

あ来るんですけれども、結構やっている分

野が刑事弁護というところがあって、実際

に家庭内で暴力とか、場合によっては何か

建物に火をつけちゃったとか、そういう事

案もやっているんです。 

 被害者の支援が重要なのは言うまでもな

いことなんですけれども、ちょっと今回の

提言だとなかなかその方向性の発言をしに

くかったので、何か提言向けじゃなかった

と思ったので、あまり言っていなかったん

ですけど、加害者の支援というのは非常に

私としては重要だと思っています。 

 とりわけ、ＤＶって何か偶然けんかにな

って暴力になりましたとか、そういう偶発

的な話じゃなくて、結構その人に、パーソ

ナリティーにそしゃく化されたその人の性

格傾向とか、あるいは行き着くところまで

いくと病気とか、多分そういう背景がある

んですね。 

 そういうパーソナリティーになったのは、

その人の責任だけじゃないというところも

あると思うんです。それは結構多くの方が、

加害者自身が小さい頃は被虐の経験があっ

たりだとか、そういう生まれつきとか、生

まれてから自分ではコントロールできない

要因でそういう性格になってしまったとい

う方も多いと思うんです。 

 だから、加害者支援というのは非常に難

しいけれども、重要で、加害者がちゃんと

もう二度と事件を起こしませんというふう

になれば、当然新たな被害者が生まれない

し、逆に加害者支援をおろそかにすれば、

もしかしたらその人が、例えば刑を務め終

わった後に、また新しく家庭を築けたとし

て、また同じ被害者が生まれるかもしれな

いという、そういう問題があると思うんで

す。 

 だから、これをなかなか自治体レベルで

取り組むと、非常に難しいことだとは思う

んですけれども、ぜひ加害者を一方的に悪

者にして、ある種孤立化させるだけじゃな

くて、何でこの人がこういう家庭内暴力に

至ってしまったのかと、それはどういうと

ころに由来するのか、そういうところにも

ぜひ思いを致していただいて、一つこの問

題の取組として、そういう方向もあるんじ

ゃないかということをぜひ皆さんに思って

いただければというふうに思いました。 

 私からは以上です。 

（高祖副委員長） 

 高祖です。 

 今年もありがとうございました。今年、

副委員長に任命いただきまして、ちょっと

力不足だったかもしれないですが、ありが

とうございました。 

 本当に私、毎月開催というところで、知

り合いにも言うんですけども、男女共同参

画が足立区は毎月開催だよと言うと、すご

く意欲的というか、足立区頑張っているね

という話をすごく言われます。毎回本当に

皆さんから活発なご議論があるし、私自身

も本当にこの会議に来るのが楽しみです。

そこは本当に石阪先生がすごく話しやすい

雰囲気もつくってくださっているところも

大きいかなというふうに思っています。 

 そして今回、今、大きな柱のワーク・ラ

イフ・バランスとＤＶのことが出ています
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けども、私自身、虐待防止の、ちょうど今

月11月、虐待防止推進月間ということにな

っておりまして。そこにも本当に働き方も、

だからやっぱり忙し過ぎたり、なかなか家

に帰れないと、そこがストレスがたまった

りとかというところもありますし、虐待が

あるとＤＶの可能性もあるし、ＤＶがあれ

ば虐待がある可能性もあるので、やはりそ

こがすごく絡まっている部分なので、大事

なところだなというふうに思っています。 

 そしてあとは、何かすごく大きな話にな

っちゃいますけど、男女共同参画という言

い方自体が、さっきＬＧＢＴとか性の多様

化の話も出ましたが、そういう名称がなく

なるぐらいの世の中になっていけばいいか

なというふうに思います。毎回本当に、結

構具体的な提案もあるので、目に見えてす

ごくガガガッて、ここはすごく変わったよ

ねというところまではいってないかもしれ

ませんけれども、少しずつ何か過ごしやす

い足立区になっているような気がしていま

す。 

 皆さんも本当にありがとうございました。

お疲れさまでした。 

（石阪委員長） 

 どうもありがとうございました。 

 皆さんからこれだけたくさんのご意見を

いただきましたので、なるべく反映できる

ものについては、改めてこちらのほうから

区長に対して申し上げたいと思いますし、

あまりにも多いので、ちょっと絞り込みの

過程で漏れてしまったものについても、加

える形で、なるべく区長の目に触れるよう

な形にはしたいと思っています。 

 

４ 区長報告について 

（石阪委員長） 

 事項書でいうと４番目になりますが、区

長報告についてということで、今日、皆さ

んからいただいたご意見をまとめて、これ

は報告書という形で、区長のほうにはお伝

えをしたいと思っています。年度内に私と、

恐らく高祖さんと行くと思うんですけれど

も、申し上げたい。 

 そのために、今日いろいろご意見をいた

だいたものについては、一応皆さんの意見

を反映させる形で、こちらでまとめさせて

いただいて、私と高祖さんのほうにお任せ

いただきたいと思っておりますが、まずこ

の点いかがでしょうか、よろしいでしょう

か。 

 それで今年度のまとめとしたいと思いま

す。 

 本来であれば、男女共同参画のテーマっ

て、実は皆さんもご覧になったと思うんで

すが、物すごくたくさんのテーマがあるん

ですが、今年度については２つに絞る形で

皆さんにご意見をいただきました。 

 毎年こういう形で、２つずつが大体多い

んですけれども、今年度はこうですよ、恐

らく次年度、その次といくと、また違うテ

ーマでご議論いただくと思うんですが、恐

らくこのコロナの前と後とでは、議論する

内容であったり、あるいはその中身がかな

り大きく変わってくると思うんです。 

 先ほどあったように、これをチャンスと

見るか危機と見るかは人によっていろいろ

あると思いますし、考え方もいろいろある

と思うんですが、明らかに我々の働き方、

暮らし方、変わっていく中で、この男女共

同参画をどうやって実現していくのか。例

えば、この方向性みたいなものも改めてみ

んなで共有しながら、考えていく必要があ

るだろうと思っています。 

 ですので、また今後も皆さん、委員であ

る方はこの場でもちろんですけれども、例
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えば委員じゃなくなって、普通の区民とし

てという形でも構いませんので、男女共同

参画推進のための取組にいろんな形でご参

画いただきたい。 

 足立区って本当に住みやすいなというよ

うな区になるように、皆さんと一緒に協力

していければと思います。 

 そういう中で、この男女共同参画、先ほ

ど高祖さんからもありましたけれど、本来

は男女共同参画というテーマ自体がもうな

く、むしろ住みやすいまちだということに

なるのが理想なんですが、まだまだ片野さ

んも言っていましたけれども、男女の格差

であったりとか、もっと言えば差別みたい

なものもある中で、これをどう埋めていく

のかというのが一つの大きな課題になって

いますので、皆さんと一緒に住みやすい足

立区をつくっていければと思います。 

 長きにわたって、まずは皆さんからいろ

んなご意見をいただきました。どうもあり

がとうございました。 

 事務局のほうにお渡しします。 

 

５ 事務連絡 

  （１）男女参画プラザ講座業務委託に 

     関する３月期評価（下半期）に 

     ついて 

（寺島課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、事項書、３番、４番まで進め

ていただきまして、最後、５番、事務連絡

というところで、男女共同参画の講座の下

半期の評価について、事務局のほうからご

連絡になります。 

（明石係長） 

 冒頭でまず申し上げさせていただきまし

たけれども、総合評価表の修正は特にござ

いませんでしたので、その案というものを

取っていただいて、これを正式にシート評

価ということでいきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 本日、委員の皆様から様々な貴重なご意

見いただきまして、ありがとうございまし

た。この下半期についても同様に、３月に

下半期評価というのを行っていきたいと考

えているんですけども、こちらは委員会が

開かれませんので、郵送もしくはメールと

いう形で例年どおり行いたいと考えており

ますので、こちらについては今後別途、委

員の皆様にご案内のお知らせをいたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（寺島課長） 

 それでは、あと事務連絡は大丈夫ですか。 

（石阪委員長） 

 それでは、以上をもちまして本日の会議

を終了させていただきます。 

 今年は本当に１年間で最後の会議という

ことで、これまで長期にわたってどうもあ

りがとうございました。 


